
 

いきいきパパの育休奨励金支給要綱 

 （趣旨） 第 1 条 県は，男性の育児参加を促進するため，事業主が男性労働者に育児休業等を取得させた場合に，当該事業主に対し，予算の範囲内において奨励金を支給するものとし，その支給に関しては，広島県補助金等交付規則（昭和 48年広島県規則第 91号。以下「規則」という。）に規定するもののほか，この要綱の定めるところによる。 
 （定義） 第２条 この要綱における用語の定義は以下のとおりとする。 （１）育児休業  育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3年法律第 76号。以下「法」という。）第 2条第 1号に規定する育児休業をいう。  （２）育児休業等  育児休業及び，各事業所において就業規則又は労働協約等（以下「就業規則等」という。）に規定されている育児のための休業・休暇制度をいう。 
 （支給対象事業主） 第３条 奨励金の支給対象事業主は，次の各号のすべてに該当する事業主とする。ただし，国，地方公共団体，特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人，又は国若しくは地方公共団体が 1／2以上を出資している法人は，支給対象事業主としないものとする。  （１）県内に事業所を有すること。  （２）常時雇用する労働者の数が 300人以下であること。  （３）次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）に基づく一般事業主行動計画を策定し，都道府県労働局へ届け出ていること。  （４）広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度に登録されていること。  （５）広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度に登録されていること。  （６）就業規則等に育児休業等について規定していること。 （７）法の規定を遵守していること。 
 （対象となる男性の育児休業等取得者） 第４条 奨励金の対象となる男性の育児休業等取得者は，次の各号のすべてに該当する男性労働者とする。  （１）県内の事業所に勤務していること。  （２）雇用保険の被保険者として雇用されていること。  （３）平成 22 年 4 月 1日以降，その養育する子が 1歳 2ヶ月に達するまでの間に，育児休業等を 5日（勤務を要しない日を除く）以上含む 1週間以上連続した休業・休日等（以下「休業」という。）を新たに取得し，当該休業終了後に原職等に復帰していること。 
 

 



 （支給しない場合） 第５条 支給対象事業主による申請であっても，次の各号のいずれかに該当する場合は，奨励金を支給しないものとする。  （１）対象となる男性の育児休業等取得者について，国又は他の地方公共団体が設ける育児休業取得の促進を目的とする助成金，奨励金その他の補助金等を受給した場合又は受給する見込みのある場合  （２）当該事業主が，適正な雇用管理を行っていないと認められる場合 
 （支給額） 第６条 奨励金の支給は 1事業主につき男性の育児休業等取得者 5人までとし，その支給額は次表のとおりとする。 男性の育児休業等取得者 休業の期間 支給額 連続して１週間以上１か月未満 ２００，０００円 １人目 連続して１か月以上 ３００，０００円 連続して１週間以上１か月未満 １００，０００円 ２人目～５人目 連続して１か月以上 ２００，０００円 
 （支給の申請） 第７条 奨励金の支給を希望する事業主は，第４条第３号に定める復帰の日から起算して 3か月以内又は当該復帰日が属する年度の 3月 31日のいずれか早い日までに，いきいきパパの育休奨励金支給申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請するものとする。  （１）育児休業等に係る子の出生の事実を確認できる書類  （２）男性労働者から提出された育児休業等の取得の申出書等の写し  （３）休業を取得した男性労働者の出勤簿等の写し（休業状況及び職場復帰後の出勤状況が確認できるもの）  （４）休業を取得した男性労働者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し  （５）育児休業等に係る就業規則等の写し  （６）その他知事が必要と認める書類 
 （支給の決定） 第８条 知事は，奨励金の支給又は不支給の決定をしたときは，いきいきパパの育休奨励金支給決定通知書（様式第２号）又はいきいきパパの育休奨励金不支給決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 
 （奨励金の支給） 第９条 知事は，前条の支給の決定を行ったときは，速やかに第６条に規定する奨励金を支給するものとする。 
 

 



 （奨励金の返還） 第１０条 知事は，奨励金の支給を受けた事業主が，偽りその他不正な行為によって奨励金の支給を受けたと認めるときは，いきいきパパの育休奨励金支給決定取消・返還通知書（様式第４号）により，当該事業主に対して支給決定を取り消し，支給額全額を返還させるものとする。 
 （指導監督） 第１１条 知事は，この奨励金の支給に関する事項について，必要に応じて検査し，事業主及び対象となった育児休業等取得者に対して報告を求めることができるものとする。 
 （その他） 第１２条 この要綱に定めるもののほか，奨励金の支給に関し必要な事項は，知事が別に定める。 
    附 則   この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 
 



様式第１号（第７条関係） 
いきいきパパの育休奨励金支給申請書 平成  年  月  日 

  広 島 県 知 事 様   （労働福祉課）                   所    在    地                 名        称                 代表者役職 ・ 氏名              ㊞ 
  いきいきパパの育休奨励金の支給を受けたいので，いきいきパパの育休奨励金支給要綱 第７条の規定に基づき，次のとおり申請します。 常時雇用する労働者の数         人（うち男性     人，女性     人） 一般事業主行動計画を策定しその旨を労働局へ届け出た日 年   月   日 広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度の登録有効期限 年   月   日まで 広島県男性育児休業等促進宣言企業として登録された日 年   月   日 国 又 は 他 の 地 方 公 共 団 体 が 設 け る 育 児 休 業 取 得 の 促 進 を 目 的 と す る 助 成 金 等 の 受 給 （ 見 込 含 む ） 

有  ・  無 フ リ ガ ナ 氏     名    （  歳） 雇用保険被保険者番号  雇用保険の被保険者と なった年月日及び種類 年   月   日  （ 一般 ・ その他 ） 利 用 し た 制 度 （該当する□にレレレレを付けてください） □ 育児休業（育児・介護休業法第 2条第 1号） □ 上記以外で当該事業所において就業規則等に規定されている 育児に関する休業・休暇制度 子 の 生 年 月 日 年   月   日 子 の 氏 名  休 業 期 間     年   月   日  ～   年   月   日 
男性労働者の状況

 

休業状況
 職 場 復 帰 日 年    月    日 奨 励 金 の 申 請 額                    円 金 融 機 関 名        本 支 店 名  口 座 の 種 類 当座  ・  普通 口 座 番 号  振込先

 

口 座 名 義 （ カ タ カ ナ 記 入 ）  氏 名  所 属 ・ 職 名  電 話 番 号  Ｆ Ａ Ｘ 番 号  記入者 メ ー ル ア ド レ ス  添付書類  （１）育児休業等に係る子の出生の事実を確認できる書類  （２）男性労働者から提出された育児休業等の取得の申出書等の写し  （３）休業を取得した男性労働者の出勤簿等の写し（休業状況及び職場復帰後の出勤状況が確認できるもの）  （４）休業を取得した男性労働者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し  （５）育児休業等に係る就業規則等の写し 



様式第２号（第８条関係） 
 

いきいきパパの育休奨励金支給決定通知書 

 労 福 第     号 平成  年  月  日 
 

              様 
                          広島県知事 
 

  平成  年  月  日付けで支給申請のあったいきいきパパの育休奨励金については，次のとおり支給を決定したので，いきいきパパの育休奨励金支給要綱第８条の規定に基づき通知します。 
 １ 支給決定額   金        円 
 ２ 支払方法   いきいきパパの育休奨励金支給申請書記載の口座へ振込 



様式第３号（第８条関係） 
 

いきいきパパの育休奨励金不支給決定通知書 

 労 福 第     号 平成  年  月  日 
 

              様 
                          広島県知事 
 

  平成  年  月  日付けで支給申請のあったいきいきパパの育休奨励金については，次の理由により支給しないことに決定したので，いきいきパパの育休奨励金支給要綱第８条の規定に基づき通知します。 
 １ 支給しない理由 
 



様式第４号（第１０条関係） 
 

いきいきパパの育休奨励金支給決定取消・返還通知書 

 労 福 第     号 平成  年  月  日 
 

              様 
                          広島県知事 
 

  平成  年  月  日付け労福第   号で支給決定したいきいきパパの育休奨励金については，次の理由により支給決定を取り消すので，いきいきパパの育休奨励金支給要綱第１０条の規定に基づき通知します。 ついては，支給した奨励金全額を次のとおり返還してください。 
 

 １ 取消理由 
 

 ２ 支給した奨励金の返還期限        年   月   日 
 

 ３ 返還の方法   同封の納入通知書により所定の金融機関で払い込んでください。 


